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第３回 熊本県議会 総務常任委員会会議記録（平成22年６月16日） 

 

   第 ３ 回   熊本県議会 総務常任委員会会議記録 

 
平成22年６月16日(水曜日) 

            午前10時１分開議 

            午前11時39分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 議案第１号 平成22年度熊本県一般会計補

正予算（第３号）                  

 議案第４号 専決処分の報告及び承認につ

いてのうち 

 議案第７号 熊本県職員の勤務時間、休暇

等に関する条例の一部を改正する条例

の制定について  

 議案第８号 熊本県職員等の育児休業等に

関する条例の一部を改正する条例の制

定について  

 議案第９号 熊本県職員団体のための職員

の行為の制限の特例に関する条例の一

部を改正する条例の制定について  

 議案第10号 熊本県職員等退職手当支給条

例等の一部を改正する条例の制定につ

いて 

 議案第11号 熊本県税条例の一部を改正す

る条例の制定について 

 議案第20号 公平委員会の事務の受託の廃

止について  

 議案第21号 専決処分の報告及び承認につ

いて 

 議案第22号 専決処分の報告及び承認につ

いて 

 議案第23号 専決処分の報告及び承認につ

いてのうち 

 議案第31号 平成22年度熊本県一般会計補

正予算（第４号） 

 報告第１号 平成21年度熊本県一般会計繰

越明許費繰越計算書の報告についての

うち  

報告第８号 専決処分の報告について 

報告第14号 熊本県国民保護計画変更の報告

について    

  閉会中の継続審査事件(所管事務調査)につ

いて 

報告事項 

  ①熊本県行政文書等管理のあり方検討委員

     会の提言について 

 ②政令指定都市実現に向けた動きについて 

  ③過疎地域自立促進方針の策定について 

 ④川辺川ダムに関する最近の状況について 

委員会提出議案の審議 

 日中韓首脳会議等の熊本開催を求める意見

  書 

     ――――――――――――――― 

出席委員(８人) 

        委 員 長 小早川 宗 弘 

        副委員長 増 永 慎一郎 

委  員 中 原 隆 博 

委  員 大 西 一 史 

委  員  城 下 広 作 

委  員 吉 永 和 世 

委  員  田 大 造 

委  員 浦 田 祐三子 

欠席委員(なし) 

委員外議員（なし） 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

 知事公室 

                  公室長 安 倍 康 雄 

          政策審議監 田 嶋    徹 

        首席総務審議員兼      

        秘書課長 向 井 康 彦 

        広報課長 山 口 達 人 

  総務部 

         部 長  松 山 正 明 
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         次 長 田 崎 龍 一 

         次 長 楢木野 史 貴 

           危機管理監 富  田  健  治 

       首席総務審議員兼      

        人事課長 豊 田 祐 一 

      総務事務センター長  兼 行 雅 雄 

    県政情報文書課長 佐 藤 祐 治 

          私学振興課長 五 嶋 道 也 

        財政課長 小 林 弘 史 

        管財課長 米 満 譲 治 

               税務課長 出 田 貴 康 

          市町村総室長  小 嶋 一 誠 

   市町村総室副総室長  能 登 哲 也 

   危機管理・防災消防 

         総室長 若 杉 鎭 信 

   危機管理・防災消防 

      総室副総室長 原     悟 

   男女参画・協働推進 

          課長 中 園 幹 也 

 企画振興部 

         部 長 坂 本      基 

          次 長  河 野   靖 

         次 長 伊 藤 敏 明 

         企画課長 坂 本   浩 

      地域振興課長 佐 藤 伸 之 

   新幹線元年戦略推進 

          室長 津 森 洋 介 

   川辺川ダム総合対策 

          課長  田 中 浩 二 

      情報企画課長 松 永 康 生 

       文化企画課長 富 永 正 純 

         交通対策総室長  髙 田 公 生 

  交通対策総室副総室長 中 川   誠 

           統計調査課長  佐 伯 康 範 

 出納局 

    会計管理者兼出納局長 富 永 安 昭 

        首席会計審議員兼 

                会計課長  田 上   勲 

            管理調達課長 清 田 隆 範 

 人事委員会事務局 

         局 長 松 見 辰 彦 

      首席総務審議員兼          

         総務課長 佐 藤 幸 男 

              公務員課長 松 見   久 

 監査委員事務局 

         局 長 林 田 直 志 

       首席監査審議員兼 

                  監査監 柳 田  幸 子 

                  監査監 山 中 和 彦 

         監査監 中 島 昭 則 

  議会事務局 

                  局 長 井 川 正 明 

         次長兼総務課長 高 橋 雄 二 

               議事課長 池 田 正 人 

      政務調査課長 船 越 宏 樹 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

     議事課課長補佐 徳 永 和 彦 

   政務調査課課長補佐  後 藤 勝 雄 

――――――――――――――― 

  午前10時１分開議 

○小早川宗弘委員長 それでは、ただいまか

ら第３回総務常任委員会を開会いたします。 

 本委員会に付託された議案等を議題とし、

これについて審査を行います。 

 まず、議案等について執行部の説明を求め

た後に、一括して質疑を受けたいと思いま

す。なお、説明は簡潔に、また、説明を行う

際は着座のままで結構でございます。 

 それでは、総務部長から総括説明をお願い

いたします。 

 

○松山総務部長 おはようございます。 

 今回提案しております議案の概要について

御説明を申し上げます。 

 失礼して着座で説明させていただきます。 

 まず、今回の一般会計補正予算につきまし

ては、冒頭提案の第１号議案と追加提案の第

31号議案の２つの議案を提案いたしておりま

す。 
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 第１号議案は、昨年度において、経済対策

に伴い造成した基金を活用した経費を24億

円、土地改良や重要港湾改修事業等の通常分

を12億円、総額約36億円を計上いたしており

ます。 

 また、特別会計では2,400万円、企業会計

は５億8,900万円の増額補正となっていると

ころでございます。 

 次に、第31号議案では、口蹄疫緊急総合対

策に要する経費３億円を計上いたしておりま

す。 

 これによりまして、６月補正予算は、総計

約39億円の増額補正となり、補正後の平成22

年度予算規模は約7,195億円となります。 

 このほか、専決処分した補正予算の報告・

承認案件及び熊本県職員の勤務時間、休暇等

に関する条例の一部を改正する条例等の条例

案件等につきましても、あわせて御提案申し

上げております。 

 この後、予算関係議案の総括的な説明につ

きましては財政課長から、また、詳細な内容

及び条例等議案につきましては各課長、総室

長からそれぞれ御説明を申し上げますので、

よろしく御審議いただきますようお願いいた

します。 

 

○小早川宗弘委員長 次に、財政課長から平

成22年度６月補正予算の概要等について説明

をお願いします。 

 

○小林財政課長 財政課でございます。着座

にて失礼いたします。 

 まず、冒頭提案分の資料を御説明させてい

ただきます。１ページをお願いいたします。 

 平成22年度６月補正予算の概要でございま

すが、１ページは総務部長の説明と重複いた

しますので割愛させていただきます。 

 １枚おめくりいただきまして、２ページを

お開きください。 

 ２ページから３ページにかけまして、歳入

予算の内訳を示しております。 

 その主なものは、７の分担金及び負担金が

約１億円余、国庫内示の追加等に伴います９

の国庫支出金が約５億円余、昨年度の経済対

策で造成した基金の活用に伴います12の繰入

金が約24億円余、平成21年度からの剰余金で

あります13の繰越金が約３億円、15の県債は

約１億円余となっております。 

 次に、４ページをお開きください。 

 ４ページから５ページにかけまして、歳出

予算の内訳を示しております。 

 その主なものにつきましては、１の一般行

政経費で約12億円、２の投資的経費で約24億

円余となっております。それぞれ説明欄に補

正額に係ります主な事業を記載しておるとこ

ろでございます。 

 続きまして、１枚おめくりいただきまして

６ページをお願いいたします。 

 地方債の補正の内訳についてでございます

が、先ほど歳入のところでお話しいたしまし

たように、農林水産債が約１億円余の増とな

ります。 

 以上が６月補正予算の冒頭提案分の概要で

ございます。 

 続きまして、３月29日に専決いたしました

平成21年度３月補正予算と、４月28日、５月

13日に専決いたしました平成22年度４月補正

予算、５月補正予算を説明させていただきま

す。 

 まず、７ページをお願いいたします。 

 平成21年度３月補正予算といたしまして、

２月補正予算成立後における国の地域活性

化・公共投資臨時交付金の額の確定等を踏ま

え、当該交付金のうち、平成22年度以降にお

ける事業の財源とするものを地域活性化・公

共投資臨時基金等へ積み立てるなど、予算の

最終整理を行ったものでございます。 

 専決額につきましては約98億円の増額補正

となり、補正後の平成21年度の予算規模は約

8,520億円となります。 

 - 3 -



第３回 熊本県議会 総務常任委員会会議記録（平成22年６月16日） 

 歳入予算の主なものは、地域活性化・公共

投資臨時交付金等の国庫補助金が約94億円の

増、県債管理基金からの繰入金が約４億円の

増等となっております。 

 歳出予算の主なものにつきましては、地域

活性化・公共投資臨時基金への積立金約81億

円、社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金へ

の積立金約２億円余の増、農林水産部の生産

総合事業に係る追加交付分が約15億円の増等

となっております。 

 引き続きまして、８ページをお願いいたし

ます。 

 ４月28日に専決いたしました４月補正予算

をごらんいただきたいと思います。 

 口蹄疫緊急防疫対策に要する経費につい

て、約4,000万円の増額を行いました。 

 次に、９ページをお願いいたします。 

 ５月13日に専決いたしました５月補正予算

をごらんください。 

 口蹄疫緊急防疫対策、家畜疾病緊急対策資

金、家畜疾病緊急対策農業信用保証円滑化と

いった口蹄疫緊急総合対策に要する経費につ

いて、約２億円の増額を行ったところでござ

います。 

 続きまして、資料変わりまして追号関係の

別冊資料をごらんいただきたいと思います。 

 １枚おめくりいただきまして、１ページを

お願いいたします。 

 平成22年度６月補正予算の追加提案分の概

要でございますが、口蹄疫緊急総合対策に要

する経費として約３億円を計上いたしており

ます。 

 この結果、冒頭提案分と追加提案分を合わ

せまして、一般会計で約39億円の増額補正と

なります。現計予算の7,156億円余と合わせ

ますと、６月補正後の予算規模は約7,195億

円余となります。 

 ２ページをお開きください。 

 ２ページから３ページにかけて、歳入予算

の内訳を示しております。 

 主なものは、３ページにあります９の国庫

支出金が約1,200万円、12の基金繰入金が100

万円、平成21年度からの剰余金である13の繰

越金が約２億8,100万円余となっておりま

す。 

 ４ページをお開きください。 

 ４ページから５ページにかけて、歳出予算

の内訳を示しております。 

 その主なものは、１の一般行政経費のう

ち、物件費が約１億300万円余、その他補助

金等が１億9,100万円余となっております。 

 以上が６月補正予算の冒頭提案分と追加提

案分の概要と専決処分をいたしました補正予

算の概要でございます。よろしく御審議くだ

さいますようお願いいたします。 

 

○小早川宗弘委員長 次に、関係課長から順

次説明をお願いします。 

 

○五嶋私学振興課長 私学振興課でございま

す。資料の11ページをお願いいたします。 

 １段目の私学振興費でございます。私立高

等学校授業料等減免補助として約9,100万円

の補正をお願いしております。右側の説明欄

をごらんください。 

 これは、経済的理由により就学が困難な生

徒に対して授業料等の減免を行う私立高校に

対する補助でございまして、減免対象要件等

の拡充に伴い増額するものでございます。 

 制度の概要でございますが、本年４月から

施行されました国の就学支援金制度に上乗せ

して、年収250万円未満程度の世帯について

授業料を全額減免いたしますとともに、年収

250万円から350万円未満程度の世帯について

は一部減免を行うものでございます。また、

授業料減免にあわせまして、生活保護受給者

を対象に入学金を全額減免するものでござい

ます。 

 以上、御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 
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○出田税務課長 税務課でございます。資料

の11ページをお願いいたします。 

 中段の税務課の税務総務費でございます。

右側の説明欄でございますが、県税事務オン

ラインシステム維持管理費といたしまして3,

046万円の補正を計上しております。 

 これは、平成22年度の税制改正によって行

われます法人２税の清算所得課税の廃止等に

対応するためのシステム改修費でございま

す。よろしく御審議をお願いいたします。 

 

○中園男女参画・協働推進課長 男女参画・

協働推進課でございます。説明資料の11ペー

ジをお願いします。 

 諸費でございますが、2,400万円余の増額

補正をお願いしております。21年度の国の２

次補正で緊急雇用創出基金に積み増しされた

30億円余を活用して実施する地域人材育成事

業の一環として、ＮＰＯ活動、担い手育成事

業を行うものでございます。 

 具体的には、公営活動を行うＮＰＯ法人等

において、未就労者を雇用し、職場内研修や

専門講座の聴講を通して、ＮＰＯ活動等に取

り組む上で必要な技術あるいは能力を取得さ

せ、地域における公共を担う人材を育成する

ために必要な経費を負担するものでございま

す。 

 以上でございます。よろしくお願いいたし

ます。 

 

○佐藤地域振興課長 地域振興課でございま

す。13ページをお願いいたします。 

 計画調査費で190万7,000円の増額補正をお

願いしております。 

 説明欄でございますが、阿蘇ジオパーク活

動推進事業といたしまして、緊急雇用創出基

金の活用により、阿蘇ジオパーク推進協議会

が行う世界ジオパークネットワーク登録に向

けた活動に必要な人員の確保を支援するため

の経費でございます。 

 よろしくお願いいたします。 

 

○髙田交通対策総室長 交通対策総室でござ

います。説明資料の13ページをお願いいたし

ます。 

 下段の計画調査費で増額補正をお願いして

いるところでございます。内容につきまして

は、右の説明欄に記載しております。 

 まず、１の交通整備促進費でございます。 

 肥薩おれんじ鉄道沿線活性化支援事業につ

きましては、緊急雇用創出基金の地域人材育

成事業などを活用して、運転士１名及び電路

などの監視、点検などを行う保守管理要員２

名の計３名を新たに雇用するための経費とし

て、800万円余の増額補正をお願いしている

ところでございます。 

 ２の空港整備促進費でございます。 

 阿蘇くまもと空港国際線振興対策事業につ

きましては、６月から９月までの運休も検討

されるほど厳しい状況に置かれていた熊本―

ソウル線につきまして、最近利用率が落ち込

んでいる９月期までの乗客を確保し、より一

層の安定した路線運航を図るため、アウトバ

ーン運動及びインバーンにわたって集中的に

利用促進対策を図るための経費として、1,20

0万円余の増額補正をお願いしているところ

でございます。 

 以上、よろしく御審議のほどお願い申し上

げます。 

 

○小林財政課長 財政課でございます。資料

の14ページをお願いいたします。 

 14ページが、総務部の平成21年度３月専決

予算の総括表でございます。 

 財政課において、約80億9,900万円の補正

額を計上いたしております。この内容は、15

ページの説明資料の右側に記載しております

ように、２月補正予算成立後における国の地

域活性化・公共投資臨時交付金の額の確定等
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を踏まえ、地域活性化・公共投資臨時基金へ

の積立金として財産管理費を増額補正したも

のでございます。 

 以上、よろしく御審議のほどお願いいたし

ます。 

 

○豊田人事課長 人事課でございます。18ペ

ージをお願いいたします。 

 第７号議案熊本県職員の勤務時間、休暇等

に関する条例の一部を改正する条例でござい

ます。 

 まず、１の条例改正の趣旨でございます

が、仕事と子育ての両立支援等を進めるため

に、昨年７月に育児休業、介護休業法等とい

う形の法律――長うございますが、一般的に

民間育児・介護休業法と言っておりますが、

の一部改正が行われまして、ことしの６月30

日に施行されることとなっております。この

改正を踏まえまして、本県におきましても関

係規定の整備を行うものでございます。 

 ２の主な改正内容についてでございます

が、(1)でございますが、現行制度におきま

しては、小学校就学の始期に達するまでの子

のある職員が請求した場合は、時間外勤務の

制限、下の参考のところに書いております

が、月に24時間かつ年150時間を超えて時間

外勤務をさせてはならないとされております

が、今回の改正によりまして、職員が３歳に

満たない子を養育するために請求した場合に

は、時間外勤務を命じないこととする規定を

新たに追加するものでございます。 

 次に、(2)ですが、現行制度におきまして

は、例えば専業主婦など職員の配偶者が常態

として子を養育することができる場合につき

ましては、先ほど御説明いたしました時間外

勤務の制限につきましては請求できないとさ

れておりますが、今回の改正によりまして、

そのような場合におきましても請求できるも

のとするものでございます。 

 最後に、(3)ですが、要介護者を介護する

職員に係ります準用規定につきまして整理す

るものでございます。 

 本条例の施行日につきましては、本年の６

月30日としております。 

 続きまして、21ページをお願いいたしま

す。 

 第８号議案熊本県職員等の育児休業等に関

する条例の一部を改正する条例につきまし

て、概要で御説明いたします。 

 まず、１の条例改正の趣旨でございます

が、先ほど述べましたように、昨年７月の民

間育児・介護休業法の改正を踏まえまして、

地方公務員の育児休業等に関する法律の一部

が改正されたことに伴いまして、関係規定の

整備を行うものでございます。 

 ２の主な改正内容でございますが、(1)に

つきまして、具体的にはイメージ図により御

説明いたします。 

 まず、イメージ図①でございますが、現行

条例におきましては、職員の配偶者が育児休

業等をしている場合につきましては、職員は

育児休業等を取得できないこととされており

ます。今回の改正によりまして、配偶者が育

児休業等をしている職員でありましても育児

休業をすることができるようになりまして、

夫婦での同時取得が可能となります。 

 次に、イメージ図②でございますが、現行

条例におきましては、職員の配偶者が専業主

婦である場合は育児休業等をすることができ

ないとされておりますが、今回の改正により

まして、配偶者が専業主婦であっても職員は

育児休業等をすることができることとなりま

す。 

 次に、(2)のイメージ図③でございます

が、現行条例におきましては、育児休業の取

得は原則１回とされております。今回の改正

によりまして、その例外として、職員の配偶

者の出産日から57日間の期間内、これは産後

８週間の期間内に職員が育児休業を１回取得

した場合には再度の育児休業ができるという
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ことにするものでございます。 

 次、22ページをごらんください。 

 (3)のイメージ図④でございますが、こち

らも先ほど申しました(2)と同じく、再度の

育児休業を認める場合の特例でございます。

今回の改正によりまして、夫婦が交互に育児

休業または育児短時間勤務をするかどうかに

かかわらず、育児休業等の計画書、これは育

児休業をとる前に提出するものでございます

が、その際に、最初の育児休業等をした後に

３カ月以上経過した場合には、再度の育児休

業または育児短時間勤務をすることができる

ということにするものでございます。 

 施行日につきましては、これも本年の６月

30日からとしております。 

 続きまして、24ページをお願いいたしま

す。 

 第９号議案熊本県職員団体のための職員の

行為の制限の特例に関する条例の一部を改正

する条例につきまして御説明いたします。 

 まず、本条例につきまして御説明いたしま

す。 

 地方公務員法で、公務員は、条例で定める

場合を除きまして、勤務時間中に職員団体、

職員組合のための業務を行ったり活動をして

はならないと規定されております。本条例

は、その特例を定めたものでございまして、

例えば、当局とのいわゆる適法な交渉をする

場合でありますとか、休日、年休の期間につ

きましては、例外として規定したものでござ

います。本条例は、昭和41年に自治省が示し

ました準則に基づいて制定しております。 

 次に、１の条例改正の趣旨でございます

が、労働基準法の一部改正によりまして、こ

としの４月から、時間外勤務代休時間制度と

いうものが設けられました。下段の参考欄を

ごらん願います。 

 (1)とありますが、労働基準法の改正によ

りまして、月に60時間を超えた場合の残業手

当の支給割合が、従来の100分の125から100

分の150に引き上げられました。このイメー

ジ図でいきますと、③の部分でございます。 

 これまでは、残業した場合は、金銭の給付

を受けるしか方法はございませんでしたが、

この４月からは、労基法の改正に伴いまし

て、この③の部分の支給を受けるかわりに、

職員は代休、これを時間外勤務代休時間と言

っておりますが、この代休時間をとることが

できるようになりました。 

 その算定方法を下部に例示しておりますけ

れども、例えば月に100時間残業した場合に

つきましては、100から60を引いた40時間の

４分の１ということで10時間、残業手当のか

わりに代休を取得できることになります。 

 この制度につきましては、本県では、昨年

12月に条例改正をいたしまして、本年の４月

から実施しているところでございます。 

 １の改正の趣旨の方に戻りますが、この労

基法の改正を受けまして、国におきまして

も、人事院規則によりまして、この時間外勤

務代休時間につきまして職員団体のための活

動ができることとされたところでございまし

て、それを踏まえまして、総務省から条例案

が示されたことに伴いまして、本県といたし

ましても、国と同様に、現在の条例中の休日

でありますとか年次有給休暇等にこの代休時

間を加えることとしたものでございます。 

 ２の主な改正内容につきましては、ただい

ま御説明しましたとおりでございまして、本

条例の第２条第２項に時間外勤務代休時間を

追加するものでございます。 

 施行日は、条例の公布の日からとしており

ます。 

 最後に、27ページをお願いいたします。 

 第10号議案熊本県職員等退職手当支給条例

等の一部を改正する条例でございます。 

 条例改正の趣旨でございますが、雇用保険

法の改正に伴いまして、失業者の退職手当に

関しまして関係規定の整理を行うものでござ

います。 
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 ２の今回改正する条例につきましては、

(1)から(4)までの４本の条例につきまして、

一括して改正するものです。 

 ３の主な改正内容についてでございます

が、この失業者の退職手当といいますのは、

職員が退職する際に県から支給されます退職

手当が、雇用保険法によります失業給付に相

当する額よりも少ない場合に、その差額を失

業者の退職手当として支給する制度でござい

ます。 

 本県の退職手当支給条例の中に雇用保険法

の規定を引用している部分がございまして、

法の改正に伴いましてその引用部分の規定の

整理を行うものでございます。 

 施行日につきましては、条例の公布の日か

ら施行することとしております。 

 説明は以上でございます。御審議よろしく

お願いいたします。 

 

○出田税務課長 税務課でございます。資料

の28ページをお願いいたします。 

 第11号議案熊本県税条例の一部を改正する

条例についてでございます。資料29ページの

条例の概要で御説明を申し上げます。 

 まず、条例改正の趣旨でございます。 

 個人県民税は、個人市町村民税とあわせて

市町村が徴収し、市町村から県民税分を受け

取っております。これに対し、県からは、徴

収にかかる費用として徴収取扱費を支払って

おりますが、現在、年３回の概算払い及び精

算払いによっております。 

 改正内容といたしましては、各交付時期に

おきまして、過少交付または超過交付が生じ

たときに、事務の効率化を図る観点から、そ

の金額の発生が判明した日の以後最初に到来

する交付時期において調整できるようにする

ものでございます。 

 施行期日は公布の日でございます。 

 説明は以上でございます。よろしく御審議

願います。 

 

○小嶋市町村総室長 市町村総室でございま

す。着座して説明いたします。 

 資料の31ページをお願い申し上げます。 

 議案第20号公平委員会の事務受託の廃止に

ついてでございます。 

 県が地方自治法の規定に基づきまして事務

を受託しております球磨郡公立多良木病院組

合が、地方公営企業法の規定の全部が適用さ

れます企業団に移行することとなり、公平委

員会を設置する必要がなくなりましたので、

事務の受託を廃止するものでございます。 

 事務の受託を廃止する場合、地方自治法の

規定によりまして、県と病院組合双方の議会

の議決が必要となってまいりますので、議決

をお願いするものでございます。よろしくお

願い申し上げます。 

 

○小林財政課長 財政課でございます。資料

の32ページをお願いいたします。 

 第21号議案専決処分の報告及び承認につい

て御説明させていただきます。 

 こちらにつきましては、３月29日に、平成

21年度３月補正予算とあわせ専決いたしまし

た熊本県地域活性化・公共投資臨時基金条例

を記載しております。説明につきましては、

１枚おめくりをいただきまして、34ページの

条例の概要に沿って御説明させていただきま

す。 

 まず、１の条例制定の趣旨は、経済危機対

策に係る公共投資を円滑に行い、地域の活性

化を速やかにかつ着実に推進するため、基金

を設置するものでございます。 

 ２の内容をごらんください。 

 (1)では、基金の運営に関し、必要な事項

を定めておるところでございます。①番は、

基金の設置についてでございますが、設置の

目的は、条例制定の趣旨と重複いたしますの

で、説明は省略させていただきます。 

 以下、②の基金の積み立て、③の基金管
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理、④の運用益基金の処理、⑤の繰りかえ運

用、⑥の基金処分、そして⑦と、以下の基金

につきましては、経済対策に伴い造成されま

した基金条例と同様の規定としておるところ

でございます。 

 また、(2)番では、この条例が平成24年12

月31日限りで効力を失うことといたしており

ます。 

 最後に、施行期日については公布日である

平成22年３月30日に施行しております。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

 

○出田税務課長 税務課でございます。 

 当課関係では、３月31日に２件の専決処分

がございましたので、御報告を行いますとと

もに、承認を求めるものでございます。 

 まず、資料の35ページをお願いいたしま

す。 

 第22号議案は、熊本県税条例の一部を改正

する条例の制定についての専決処分の報告及

び承認についてでございます。資料48ページ

の条例の概要で御説明申し上げます。 

 条例改正の趣旨といたしましては、地方税

法等の一部を改正する法律が３月31日に公布

されましたため、地方税法と本県の関係条例

の内容にそごが生じるのを避けるため、３月

31日に専決処分により条例改正を行わせてい

ただきました。４月１日の施行でございま

す。 

 主な改正内容といたしましては、(1)の法

人県民税、法人事業税ですが、これは、法人

解散時の課税額の算定について、清算所得課

税を廃止し所得課税に改めるものでございま

す。 

 (2)の不動産取得税に関しましては、不動

産流通を促すために導入されております新築

住宅取得と住宅用土地に係る特例措置、ま

た、長期優良住宅普及のための特例措置の適

用期限を、平成24年３月31日までの２年間延

長するというものでございます。 

 (3)県たばこ税でございますが、これは、

平成22年10月１日以降に売り渡しが行われる

製造たばこにつきまして、まずアでございま

すが、紙葉たばこ1,000本当たり、従来比で4

30円引き上げ、1,504円とする。また、イで

ございます。エコー、わかば等、旧３級品紙

葉たばこ1,000本当たり、従来比で205円を引

き上げ、716円とするものでございます。 

 (4)軽油引取税でございます。１点目のア

でございます。平成30年度までとされていた

１キロリットル当たり３万2,100円という暫

定税率を、当分の間の特例税率とする改正で

ございます。イは、いわゆるトリガー規定と

呼ばれているものでございますが、ガソリン

価格の高騰が続いた場合に、アの特例税率の

適用を停止し、本則税率でございます１キロ

リットル１万5,000円を適用するものでござ

います。 

 (5)の自動車取得税でございます。アは、

軽油引取税と同様、特例税率の適用期限であ

ります平成30年までという暫定期間を廃止

し、当分の間と改められたもので、税率は従

来と同じ５％でございます。イは、低燃費

車、低公害車等、環境負荷の少ない自動車、

いわゆるエコカーを取得した場合の減税措置

対象車として、一定の環境性能を有するバ

ス、トラック等が新たに加わるものでござい

ます。 

 (6)自動車税でございます。これは、新

車、新規登録のみでございますが、アは、い

わゆるエコカーを取得した場合の減税措置が

平成24年３月31日まで延長されるもの、イ

は、減税措置対象車として、プラグインハイ

ブリッド車等が新たに加わるもの、ウは、反

対に、これまで減税措置対象となっておりま

した自動車のうち、燃費基準の達成比率が低

いものを減税措置対象から外すものでござい

ます。 

 続きまして、説明資料の50ページをお願い

いたします。 
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 第23号議案は、熊本県工場等設置奨励条例

及び熊本県税特別措置条例の一部を改正する

条例の制定についての専決処分の報告及び承

認についてでございます。資料52ページの条

例の概要で御説明を申し上げます。 

 これら２つの条例は、条件不利地域に工場

等が進出した場合、県税の課税免除や軽減等

の措置を行うための条例ですが、課税免除等

による減収については、過疎地域自立促進特

別措置法等によって基準財政収入額から控除

できるとされております。 

 今回の改正は、根拠となっておりますいわ

ゆる過疎法と、この控除対象を定める省令が

本年３月に改正されたことから、これにあわ

せて県税条例の条文を整理するものでござい

ます。 

 主な改正内容といたしましては、法改正に

伴う文言の整理と農村工業等導入地区に係る

措置が昨年期限切れを迎えたことから、関係

規定を削除するもの、過疎地域等に係る県税

の課税免除の対象となる工場新設等の期間

を、１年または２年延長するものでございま

す。 

 以上でございます。よろしくお願いいたし

ます。 

 

○若杉危機管理・防災消防総室長 危機管

理・防災消防総室でございます。よろしくお

願いいたします。 

 説明資料の53ページをお願いいたします。 

 平成21年度熊本県一般会計繰越明許費繰越

計算書につきまして御報告をさせていただき

ます。 

 １段目の全国瞬時警報システム整備事業

費、それから、２段目の防災消防ヘリコプタ

ー管理運営費、３段目の防災・震度情報シス

テム管理費につきましては、繰越の理由欄に

ございますように、それぞれ国におけるシス

テム仕様書の作成や機器製造のおくれ、ヘリ

コプターのエンジンの納入のおくれ、気象庁

からの防災情報の配信方法変更に係る仕様書

の作成のおくれによりまして、全額を繰り越

しております。 

 ４段目の震度情報ネットワークシステム整

備事業費につきましては、計測震度計の設置

場所についての気象庁及び市町村との協議に

時間を要したことによりまして、21年度に執

行した分を除いて繰り越しております。 

 ５段目の消防学校設備整備費につきまして

は、教育訓練用の救助工作車及び資材につき

まして、仕様書の作成に時間を要したために

全額を繰り越しております。 

 以上、総額で申しますと８億8,529万8,373

円を繰り越したところでございます。よろし

く御審議をお願いいたします。 

 

○佐藤地域振興課長 地域振興課でございま

す。資料の54ページをお願いいたします。 

 上段の離島振興対策事業費でございます。 

 これは天草市が実施します御所浦島開発総

合センターのバリアフリー化事業に対する補

助金でございまして、設計等の確認に不測の

日数を要しまして、年度内執行ができませ

ず、1,388万2,000円を翌年度に繰り越したも

のでございます。 

 以上でございます。よろしくお願いいたし

ます。 

 

○松永情報企画課長 情報企画課でございま

す。同じく54ページでございます。 

 中段の情報通信格差是正事業費でございま

すが、これは昨年度の国の経済対策を活用し

て市町村が実施します携帯電話基地局整備事

業等に対する補助でございますが、基地局建

設に必要な用地取得等に時間を要し、年度内

の工事完了が困難となったため、13億2,500

万円余を翌年度に繰り越したものでございま

す。 

 以上、よろしくお願いいたします。 
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○富永文化企画課長 文化企画課でございま

す。同じく54ページの一番下の欄をお願いい

たします。 

 県立劇場施設整備事業費でございますが、

県立劇場施設整備事業費につきましては、コ

ンサートホールの車いす席増設やロビーの窓

枠改修、駐車場ゲート改修など、総額9,130

万円余の予算を計上しておりましたけれど

も、関係者との意見調整など、設計の確認等

に不測の日数を要したほか、ホールの予約関

係等もございまして、年度内に工期確保がで

きなかったため、7,780万円余を翌年度に繰

り越したものでございます。よろしくお願い

いたします。 

 

○米満管財課長 管財課です。よろしくお願

いいたします。 

 資料の55ページ目をお願いします。 

 専決処分の事故報告でございます。概要に

つきましては、次の56ページ目をお願いいた

します。 

 職員に係る交通事故の和解につきまして、

地方自治法第180条第１項の規定に基づきま

して行いました専決処分の御報告でございま

す。 

 この事故は、平成21年12月10日午前11時30

分ごろに、上益城郡山都町南田地区の駐車場

内で発生したものでございます。 

 相手方との示談交渉の結果、過失割合を県

が10％、相手方が90％とすることで双方合意

をいたしました。その結果、双方の損害賠償

額を相殺することによりまして、賠償額とし

まして10万4,167円を相手方から受け入れる

ものでございます。 

 事故の状況でございますが、店舗駐車場内

で駐車スペースにバックで入庫しようとした

相手方の乗用車の後部が、管財課公用車の右

後部に衝突したものでございます。 

 今後とも、定期的な安全運転講習の充実と

交通事故防止の啓発や安全運転の励行に、な

お一層の指導監督の強化を図る所存でござい

ます。 

 以上でございます。 

 

○若杉危機管理・防災消防総室長 危機管

理・防災消防総室でございます。説明資料の

57ページをお願いいたします。 

 武力攻撃事態等における国民の保護のため

の措置に関する法律、略しまして国民保護法

でございますけれども、その規定によりまし

て熊本県国民保護計画の変更について御報告

をさせていただきます。 

 別冊といたしまして、新旧対照表をお手元

にお配りしておりますけれども、説明資料の

方に変更の概要を載せておりますので、そち

らの方で御説明させていただきます。説明資

料の58ページをお願いいたします。 

 熊本県国民保護計画は、国民保護法に基づ

きまして平成18年１月に作成したものでござ

いますけれども、平成20年10月に国の基本方

針が変更されたことなどによりまして見直し

を行ったところでございます。本県の国民保

護協議会への諮問を経まして、総務大臣を経

由し、内閣総理大臣に協議をいたしましたと

ころ、本年３月19日に閣議決定がなされたも

のでございます。 

 変更の主な内容につきまして御説明申し上

げます。 

 まず、１の相互応援協定の締結等に関する

変更についてでございます。 

 全国都道府県における災害時等の広域応援

に関する協定の見直しや九州・山口９県武力

攻撃災害等時相互応援協定の締結等が行われ

たことに伴いまして、これらの名称を新たに

明記させていただきましたし、連携強化に努

めることを新たに記述させていただいており

ます。 

 次に２、県対策本部の組織構成及び機能に

関する変更についてでございます。 

 県、市町村、消防、警察、自衛隊、医療等
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の各機関が、現場での活動を調整する現地調

整所の設置や現地調整所への職員派遣などを

新たに記述したところでございます。 

 次に、３の国の対策本部との連携に関する

変更についてでございます。 

 対策本部という名称を記載しておりました

けれども、これを武力攻撃事態等対策本部に

変更すること、それから、国に設置されます

武力攻撃事態等合同対策協議会に係る事項を

新たに記述させていただいております。 

 次に、４の県の区域を越える住民の避難の

場合の調整に関する変更についてでございま

す。 

 九州・山口９県間で、県の区域を越える住

民の避難に関する関係県調整マニュアルを作

成したことによりまして、避難住民の受け入

れ調整を行うことを新たに記述させていただ

いております。 

 最後に５、安否情報の収集、提供に関する

変更についてでございます。 

 国の安否情報システムが平成20年度から運

用開始されておりますが、安否情報事務を効

率的に行いますため、当該システムを利用す

ることなどを新たに記述させていただいてお

ります。 

 変更の概要といたしましては以上でござい

ます。なお、変更後の国民保護計画の全体に

つきましては、お手元に青い表紙の冊子を配

付させていただいておりますので、よろしく

お願いいたします。 

 以上、よろしく御審議をお願いいたしま

す。 

 

○小早川宗弘委員長 以上で執行部の説明が

終了しましたので、議案等について質疑を受

けたいと思います。質疑はありませんか。 

 

○中原隆博委員 今御説明いただいた中で、

23ページから24ページ、第９号ですね。条例

の一部を改正する条例の制定について、県で

はこれまで、いろんな不祥事とかあるいはま

た不適切経理等について、昨年度から、特に

職員の皆様方の法令遵守に徹底しておられる

ということは認識しておるわけであります。

よって、私たちも、それに準じて我が身を正

していかなければならない、こういう思いを

新たにいたしているところです。参議院選挙

ももう間近に迫ってまいっておりますけれど

も、この条例にかんがみて、地方公務員は政

治活動等の制限があるという認識も私たちは

持っているわけであります。 

 この第９号の提案理由、23ページの下段、

下から３行にございますけれども、このこと

にかんがみて、県としてどのような対応をな

さるのか、その辺をどう理解し、どのように

しようと思っておられるのか、その点をまず

伺いたいと思います。 

 

○豊田人事課長 本条例につきましては、先

ほども申しましたように、地方公務員法にお

きまして、職員団体の行為の制限につきまし

ては、基本的には勤務時間等について組合活

動はできないという形でございますけれど

も、その特例を定めた条例でございます。 

 今回、新たに休暇がふえたということにつ

きまして、ここに追加するということでござ

いますが、今中原委員御指摘のとおり、昨年

来、県といたしまして、職員の服務規律とい

いますか、法令遵守については徹底を図って

いるところでございまして、そういう中で今

回、間近に参議院議員の選挙が控えておりま

す。 

 御承知のとおり、県職員につきましては、

地方公務員法によりまして政治的行為が制限

されておりまして、また、公職選挙法により

まして、その地位を利用しての選挙運動等も

禁止されております。したがいまして、今回

予定される参議院選挙に際しましても、県と

いたしましては、６月４日付で職員の服務規

律の確保につきまして全職員に通知を出して
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おるところでございます。 

 この中で、禁止されている行為の例を具体

的に挙げて通知するなどいたしまして、政治

的行為の制限でありますとか地位利用による

選挙運動禁止について、さらに職員に徹底を

図っていくというような形で考えておるとこ

ろでございます。 

 

○中原隆博委員 23ページの提案理由の中に

ありますように、今お話がありましたよう

に、そういう形で皆様方の共通認識を持って

いただいて、その周知徹底を改めてお願いし

ておきます。 

 

○大西一史委員 済みません、予算関係でち

ょっと幾つかお尋ねをします。 

 まず、11ページの私学振興費の減免対象要

件等の拡充ですね。授業料等の減免について

なんですけれども、これは年収250万未満と

いう御説明、あるいは250万から350万の一部

を補助するというようなことが説明の中であ

りましたけれども、これは私学に通っている

生徒さんたちの全体の何％ぐらいに大体相当

するというふうに受けとめればいいのか、ち

ょっとそこをお尋ねします。 

 

○五嶋私学振興課長 私学振興課でございま

す。 

 今現在のところ、ちょっと何％というのは

数字自体は出しておりませんが、4,200名程

度を見込んでおります。高校生が１万6,000

名程度でございますので、４分の１程度が該

当するかなというふうに思っております。 

 

○大西一史委員 これは、じゃあその250万

未満ということですか、それとも250万から3

50万の一部も含めてということですかね、そ

の4,200というのは。その確認だけですけれ

ども、済みません。 

 

○五嶋私学振興課長 250万円未満では、例

えば生活保護の方とかあるいは児童養護施設

入所者の方も入っておりますけれども、約3,

000名ぐらいを見込んでおります。それと、2

50万から350万で、大ざっぱに言いまして1,0

00名程度かなというふうに見込んでおるとこ

ろでございます。率では５％から６％、そう

いうような状況でございます。 

 

○大西一史委員 この件についてはわかりま

した。 

 それと、税務課で出ている県税システムの

改修に要する経費の部分なんですけれども、

これは法人２税の改正に伴うシステムの改修

ということなんですけれども、大体これは3,

046万ですか、かかるということなんですけ

れども、やっぱり税制が改正されてからかな

り、もう何回も何回もオンラインシステムの

改修というのにはお金がかかるわけですよ

ね。これに対しては一般財源でということな

んですけれども、国からのそういった補助と

いいますか、そういったものというのはどう

いう形になっているんですか。ないんですか

ね。 

 

○出田税務課長 税務課でございます。 

 国が主導して進めております、例えばe‐

ＴＡＸであるとか国税と連携させるとか、そ

ういったものについては交付税措置等はある

んですけれども、これについては一般財源で

ということになっております。 

 

○大西一史委員 ということは、国が税制を

変えれば、システム変更で毎回毎回一般財源

からシステム改修の経費がかかるということ

で、これは結構大変なあれではないかなとい

うふうに思うんですね。当然、税の負担のあ

り方はいろいろあるとは思いますけれども、

やっぱりシステムの改修にかなり多額の費用

を各自治体がそれぞれ負担をしなければなら
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ないというあり方については、少しやっぱり

議論の余地が私はあるんではないかなという

ふうに思うんですね。 

 ある程度、今後、こういった改善について

は――まあ、それは自治体でそれぞれやって

くださいよという話かもしれませんけれど

も、国全体の見直しの中での事務の一つとい

うことを考えれば、そういったことも今後は

求めていかなければならないのかなというよ

うな気はするんですが、その辺はどうですか

ね。そんなことはない。 

 

○出田税務課長 今のところ、各都道府県か

らそういう、何か国に対して税制改正につい

て助成をしてくれというような声が上がって

いるということはございませんが、どうやっ

たらコストダウンできるかとか、そういった

ことでは共同でいろいろ研究する余地はある

んじゃないかなと個人的には思っております

ので、先生の御意見もいただきながら検討し

ていきたいと思います。 

 

○大西一史委員 この件に関しては、これ以

上突っ込んでも何も、これ以上議論はしよう

がないと思うんですが、それだけやっぱり税

制改正をする、今後も可能性は相当、政権が

いろいろかわってくる中で起こってくるとい

うふうに思います。 

 そういった改正の中で、やはりかなりこう

いったお金に、非常に財政が厳しい中で、シ

ステム改修のためのお金を自腹で切っていか

なければいけないという状況にあるというこ

とは、常に認識しながら仕事をしていただか

ないかぬというふうに思いますし、ある程度

の国からのそういった措置というのがあって

私はいいと思いますので、その点に関して

は、今後また私も議論させていただきたいと

思います。 

 続けて、済みません、ちょっともう１点だ

け。 

 これは予算関係でもう１点。13ページの肥

薩おれんじ鉄道の計画調査費が出ていますけ

れども、肥薩おれんじ鉄道沿線活性化支援事

業827万8,000円ですけれども、これは運転士

１名と保守管理業務職員２名、これは３名を

この827万8,000円で雇用するということなん

ですかね。 

 

○髙田交通対策総室長 委員がおっしゃると

おりでございます。 

 

○大西一史委員 この雇用は、当然、運転士

であるとか、それから、この保守管理業務の

職員ということであれば、ある程度のスキル

がないとできないと思いますが、これはどこ

から採用されるんですか。恐らくＪＲ九州か

らではないかなというふうに思うんですが。 

 

○髙田交通対策総室長 委員のおっしゃるよ

うに、この２つの職種に関しては、それなり

に技能を持った方が必要ではありますけれど

も、公募という形にかけて、ＪＲ九州あるい

はほかのかつて鉄道に勤められた方だとか、

そういった方でこういう技能を持っている方

３名を雇用していきたいというふうに思って

います。 

 なお、肥薩おれんじ鉄道は、御案内のとお

り、熊本県と鹿児島県２県にまたがってござ

います。熊本県側は、こうして３名お願いし

ているところでございますが、同様に、鹿児

島県側でも、同じ数だけ今回要望をやってい

るところでございます。ここで申し上げさせ

ていただきたいと思います。 

 

○大西一史委員 ということは、会社として

はトータル６名になるということですね。 

 

○髙田交通対策総室長 はい。 

 

○大西一史委員 わかりました。 
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 なぜこういうことを聞いたかというと、非

常に財政的に厳しい中で、やっぱりその雇用

をしていく中で、ＪＲ九州からそのまま――

以前、相当いろんな人を雇っているというふ

うな話を聞いたことがあって、その待遇等々

についてもどうなのかなという面もちょっと

感じた面がありました。 

 今後、公募ということでやられるというこ

とですけれども、ある程度そういう能力のあ

る方じゃないと当然だめだと思いますが、こ

の辺の経費節減、まあ３名で827万8,000円で

すから、そんなにむちゃくちゃな給与ではな

いというふうには思いますけれども、ある程

度の経費節減の努力を今後していただいて、

こういう雇用に関しては、そういう経営状況

を考えてぜひやっていただきたいということ

を注文させていただきます。 

 以上です。 

 

○城下広作委員 ９ページの口蹄疫の緊急防

疫対策事業、具体的な中身をちょっと教えて

いただきたいのと、宮崎の口蹄疫が、えびの

が終わったから少し安心かなと思ったところ

が、都城にまた飛び火したということで、原

因が皆さんにわかるというのはなかなか難し

いでしょうけれども、少なくとも考えられる

ことは何だというふうなことを、聞いている

という次元でもいいですから、ちょっとその

辺を教えてもらっていいですか、わかるな

ら。蔓延したというその原因も。 

 

○小林財政課長 財政課でございます。 

 ５月専決予算の概要については私の方から

御説明させていただきたいと思います。 

 こちらの内容は２億円でございますが、事

業が３本ありますので、簡単に説明させてい

ただきたいと思います。 

 まず、１本目の口蹄疫緊急防疫対策事業で

ございますが、これにつきましては、蔓延防

止のための消毒ポイントを設置いたしており

ますが、それに要します運営経費ですとか、

県内で牛や豚を飼っている畜産農家さんへの

消毒資材の助成に関する経費を計上しておる

ところでございます。 

 ２点目が、家畜疾病緊急対策資金でござい

ますが、こちら融資の事業でございます。内

容はと申しますと、口蹄疫の蔓延防止のた

め、家畜市場の開催延期等によりまして経営

の継続が困難となった畜産農家の方の経営を

支援するために、全圏域を対象とした単県無

利子資金を創設したところでございまして、

それに要する利子補給の分といたしまして、

今年度3,300万円を計上しておるところでご

ざいます。 

 最後になりますが、家畜疾病緊急対策農業

信用保証円滑化事業でございますが、これに

つきましては、先ほど申し上げました融資を

円滑に利用できるようにするために、県の農

業信用基金協会が無担保、無保証人で債務保

証を行うことに必要となるように、支払い準

備金に対して5,000万円、県から出捐をする

という内容でございます。 

 以上でございます。 

 

○城下広作委員 もう一つ、例の広がった原

因というのが何なのか。少なくとも私が思う

に、殺処分がおくれて、結果的にそれがまた

蔓延する原因になっているかという素人的な

考えもあります。いろいろそういう部分で、

考えられてわかっている分というか、想像で

も。 

 

○若杉危機管理・防災消防総室長 危機管

理・防災消防総室でございます。 

 おっしゃられましたように、殺処分、埋却

のおくれというようなので広がったんじゃな

いかというようなことも――まあ、なかなか

確定的なことが伝わっているわけではござい

ませんけれども、それも一つの原因ではない

かということで言われておりますし、また、
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感染原因につきましては、非常に国の方で調

査もやっておられるところでございますけれ

ども、まだ確定的なことは出ておりません。

例えば、車でありますとか、風によって運ば

れたとか、それからハエとか小動物によって

運ばれたんじゃないかと、いろんな専門家の

意見が出ておりますけれども、まだ確定的な

ことは私どもも聞いてはいないような状況で

ございます。 

 以上でございます。 

 

○城下広作委員 だから、そういう中でこの

防疫対策をやらないかぬということで、やれ

る分が、先ほど消毒とかポイントをふやすと

かということをやられるということですね。

ただ、何か一つ、万が一熊本に口蹄疫がでた

場合に、殺処分をするときに、埋める場所の

確保すら宮崎では難しいというようなことを

聞いて、地権者の周りの同意が要るとか、結

果的にそれが難しいから、逆に言えば口蹄疫

にかかったものをそのまま放置しておくとい

うことでまた蔓延していくんじゃないかとい

うことで、例えば熊本でも、同意をとるとい

う条件は全然変わらず、今の段階で緊急的に

なっても、そういうことを撤廃してすぐに埋

めるというような体制というのは、逆にでき

るということはあるんですか。 

 

○若杉危機管理・防災消防総室長 埋却地の

確保等につきましては、現在、例えば県有地

でありますとか公共用地をリストアップして

いるというような状況はお聞きしております

けれども、現在県に4,200戸強の偶蹄類を飼

育しておられる農家があると聞いております

けれども、そこ全体で確保ができたというよ

うなところまではまだちょっと聞いていない

ような状況にございます。 

 

○城下広作委員 だから、結局、宮崎でそう

いうことができていれば、蔓延防止はできる

という可能性が高かったと思うんですよ。例

えば、公共の土地で埋設できるようなところ

が、ある程度速やかにできれば、許可は要ら

ないですぐ処分できるわけですね。民間の土

地は、周りの同意が要るからなかなか難しい

と。そうすると、隣県の熊本県は、万が一の

ときは、その土地の確保はどうするという形

を徹底するというのが防疫対策事業の一番、

熊本で仮にやるとすれば必要な事業だけれど

も、その整備ができていないということは、

仮に発生したら、また同じような二の舞をす

るという可能性があるんじゃないですか。ど

うですか。 

 

○米満管財課長 管財課です。 

 埋却用地の選定ということで、畜産課の方

から県有地の方を選定したいというふうなこ

とがありまして、現在県有地のリストを畜産

課に渡しているところでございます。畜産課

において、具体的な候補地の選定を今進めら

れているというふうに考えております。 

 特に、殺処分した家畜の埋却に当たりまし

ては、家畜伝染病予防法の施行規則に基づき

まして、人家とか飲料水、それから河川及び

道路に近接しない場所であって、日常的に人

及び家畜が接近しない場所等を選定する必要

があるということになっているそうでござい

まして、そういうことを踏まえたところで、

今畜産課の方で選定作業を進められていると

いうふうに思っております。 

 

○城下広作委員 それで、今度は、その場所

が結構県下にきれいに満遍なくないと、今度

は殺処分する部分が移動して公共の施設に持

っていくと、だからこの間が危ないんです

ね。そういうことも全部考えているという、

準備はできているんですか。 

 

○田嶋政策審議監 知事公室ですけれども、

今その検討に一緒に入っておりますので、状
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況について御説明します。 

 まず、埋却地の確保については、基本的に

は農家が自家で処分すると。その前提とし

て、感畜等が動かせないと、動かすと広がる

可能性があるということで、まず、自家処分

するのが大原則です。次が、埋却地が自家で

確保できなかったときに、隣接地ということ

になります。それが大原則で、それに基づい

て宮崎でもされています。 

 ただ、最終的に、今の現状として、宮崎で

もそれが確保できなくて、いわゆる殺処分が

おくれているという状況もございまして、こ

れについて、公有地の確保については、いわ

ゆるセーフティーネットというんですか、そ

れでもないときにはどういうところに土地が

確保できるかということで、県が所有してい

る土地、そのほか市町村も含めて、今リスト

アップをしている状況です。 

 現実には、どこで、どの農家で起きるかわ

かりませんものですから、それがすべて対応

できるということじゃなくて、まず今言った

原則のもとで対応できないときの最終的な受

け皿としてはどこが可能性があるのかという

ことで、今検討を進めているという状況で

す。 

 

○城下広作委員 私は、あくまでもあっては

ならないという前提で話をしています。とこ

ろが、宮崎であれだけ広がったということ

は、殺処分がうまくいかなかったんですよ。

結果的にうまくいかない、口蹄疫になってい

る偶蹄類、牛や豚がいる、そこでハエだ何だ

と、まあ車の移動だということで広がったと

いうことですから、そこをいかに早くするか

ということを最大に考えとかんといかぬとい

うことが、今の県の、要するにまだ発生して

いない県のとるべき一番の防疫体制じゃない

かと思います。これをしっかりやっぱりやる

べきだということを強く要望したいと思いま

す。 

 それともう一つ、情報はわかりませんけれ

ども、車の規制があります。例えば、じゃあ

熊本と宮崎の定期観光バス、こういうのは消

毒をしなきゃいけない部類に入るのか、営業

マンが、要するに宮崎と熊本を入ったり来た

りする、こういうのは消毒をする云々とか、

道路だけの消石灰だけでいいのかとか、こう

いう基準なんかはどうなっているんですか

ね。隣県で行き来する部分は、道路だけの消

毒のポイントでいいのか、それはちょっとど

ういうふうになっているんですかね。 

 

○田嶋政策審議監 ちょっと正確じゃないか

もしれませんけれども、12日に、今回一般車

両についても義務化になっておりますので、

それから除外されているということは聞いて

いませんので、当然、その道路を通る車につ

いては対象になっているというふうに思いま

す。 

 

○城下広作委員 じゃあ、その道路というの

は、私は、全部その道路をちょっと把握して

いないから、宮崎と熊本県を、要するに横切

る県道、市道、高速、これを全部ということ

ですかね。それとも、一部、決まった道路だ

けですかね。 

 

○田嶋政策審議監 今、県は、国道、県道、

市道はちょっとわかりませんけれども、消毒

ポイントを設置しております。県が設置して

いるポイントについては義務化されています

ので、それについては対象になっているとい

うことだと思います。 

 

○城下広作委員 じゃあ、市道、町村道とい

うのは、その自治体が対応をとっているかと

いうのは県では把握していないということで

すか。 

 

○田嶋政策審議監 県で、市町村が持ってい
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る自主ポイントも把握しておりますが、今

回、いわゆる一般車両が義務化されたポイン

トは、県が設置している消毒ポイントだけだ

ということです。 

 

○城下広作委員 いずれにしろ、この防疫体

制の方をしっかりやって、とにかく熊本県に

は入らないようにということも、考えられる

範囲はしっかり頑張っていただきたいことを

最後に要望しておきたいと思います。 

 

○浦田祐三子委員 先ほどから城下委員がお

話しされています、こういう非常事態になっ

たときの対応の仕方なんですけれども、この

間、畜協の方とちょっとお話をしていて、例

えば、埋める処分が、酪農家においては、結

構コンクリートが打ってあるので、とにかく

困っていらっしゃるという話も聞いています

し、そういう、何と言うんですか、焼却炉じ

ゃないんですけれども、そういった施設を今

後の対応として県は何かそういうのをつくっ

ていた方がいいんじゃないかというお話があ

ったんですけれども、そういった対応をする

ようなお考えはありますか。 

 

○田嶋政策審議監 今の要望、要望というで

すか、私が答えることはできませんので、農

政部にその話があったということはお伝えい

たします。ここで答弁は差し控えさせていた

だきます。 

 

○小早川宗弘委員長 私からも、やっぱり口

蹄疫というのは、熊本には絶対入らんごとし

とかんばあかぬなというふうに思いますし、

インターとかは、私も熊本県庁から帰るとき

に、八代インターは石灰がまいてあっとです

よね。結構何台も通るけん、その石灰が結構

ばらけて、効果があるのかなというふうに思

いますし、益城インターの方は消毒シートが

張ってあっとですけれども、そうやってから

ちょっとばらばら差別化されとるけん、でき

れば消毒シートの方が効果がやっぱりあると

でしょう。 

 

○田嶋政策審議監 済みません、３カ所につ

いては消毒液、その他のところには石灰とい

うことで、一番畜産地帯を後ろに控えている

とか、そういう車両が多いというところにつ

いては重点的にしているということに今整理

されていますが、そういう要請があったの

は、先ほどのも含めて、ちょっと農政部に伝

えておきます。 

 

○小早川宗弘委員長 できるだけ効果の高い

ものを対策として使っていただきたいと思い

ます。 

 ほかに質疑はありませんか。 

 

○大西一史委員 ちょっと１個だけ、済みま

せん。 

 これは、18ページの県職員の勤務時間、休

暇等に関する条例のところで、育児休業、介

護休業等のところなんですけれども、時間外

勤務を制限するということでありますけれど

も、ちょっとお尋ねなのは、その育児休業等

の取得というのは、21年度ベースだと、大体

何名ぐらいされたんですかね。実績というの

はわかりますか。 

 

○豊田人事課長 知事部局におきます平成21

年度は、女性職員が52名と男性職員が４名で

ございます。 

 

○大西一史委員 割と民間と比べれば比較的

公務員というのは育児休暇がとりやすい職場

環境にあるのかなというふうに思うんです

が、とはいえ、今お聞きした数字でいくと、

52名と４名ということですから、どのくらい

そういう育児あるいは介護に係る方々がいら

っしゃるのかどうかわかりませんが、一つお
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願いというか、やはりそういう休暇をフレキ

シブルにとりやすい職場環境というか、職場

の雰囲気というのをつくって、そういったも

のが民間へもある程度波及していくというこ

とは、私はやっぱりワークライフバランスの

その考え方からすれば必要なことかなという

ふうに思いますので、県というのも、なかな

か残業が非常に多いセクションと少ないセク

ションと大分差があるようですし、その辺も

育児休業や介護休業等がとりやすいそういう

職場雰囲気、せっかく条例を改正するのであ

れば、そういう意識改革といいますか、そう

いったものもしっかり努めていただきますよ

うお願いをしておきます。 

 以上です。 

 

○小早川宗弘委員長 ほかに質疑はありませ

んか。――なければ、これで質疑を終了しま

す。 

 それでは、ただいまから本委員会に付託さ

れた議案第１号、第４号、第７号から第11号

まで及び第20号から第23号まで並びに第31号

について、一括して採決したいと思います

が、御異議ありませんか。 

  (「異議なし」と呼ぶ者あり) 

○小早川宗弘委員長 御異議なしと認め、一

括して採決いたします。 

 議案第１号外11件について、原案のとおり

可決または承認することに御異議ありません

か。 

  (「異議なし」と呼ぶ者あり) 

○小早川宗弘委員長 御異議なしと認めま

す。よって、議案第１号外11件は、原案のと

おり可決または承認することに決定いたしま

した。 

 次に、閉会中の継続審査事件についてお諮

りいたします。 

 議事次第に記載の事項について、閉会中も

継続審査することを議長に申し出ることとし

てよろしいでしょうか。 

  (「はい」と呼ぶ者あり) 

○小早川宗弘委員長 異議なしと認め、その

ように取り計らいます。 

 次に、その他に入ります。 

 執行部から報告の申し出が４件あっており

ます。 

 まず、報告について執行部の説明を求めた

後、一括して質疑を受けたいと思います。 

 それでは、関係課長から順次お願いいたし

ます。 

 

○佐藤県政情報文書課長 県政情報文書課で

ございます。 

 熊本県行政文書等管理のあり方検討委員会

の提言についての報告でございます。 

 別冊の報告資料はございますでしょうか。

この青い薄い資料と１枚の紙でございます。 

 このあり方検討委員会は、昨年10月の発足

以来４回の検討を経て、６月４日に知事へ提

言が行われました。 

 提言の全文については、別冊でお手元に配

付しておりますこの水色の薄いやつですけれ

ども、その提言書のとおりでございますが、

その概要について１枚のペーパーにまとめて

いますので、この資料により提言内容につい

て御報告いたします。 

 提言は４つの柱を中心になされておりま

す。 

 まず、条例の制定についてでございます

が、行政文書の適正な管理の実現を図るため

に、早急に条例化に向けた検討を行うことと

されております。 

 これは、現在の県の文書に関する取り扱い

は、文書規程に定められておりますが、文書

規程は県庁内部の規程であり、訓令でありま

すので、新たに条例として制定し、県民に対

して施策方針を明確にすべきとの理由からで

ございます。 

 次に、適正な行政文書の管理システムの構

築についてでございますが、行政文書は県民
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の共有財産であることを前提として、透明

性・公開性、第三者の関与という２つの観点

から、適正な行政文書の管理システムを早急

に構築することとされております。 

 文書の作成、保存、そして廃棄、または歴

史公文書としての保存、利用という各段階に

おける適正な管理システムを構築すべきとの

内容でございます。 

 さらに、行政文書の管理に係る各種基準等

の策定や廃棄において、何らかの形で第三者

が関与できるようにとの提言をいただいてお

ります。 

 なお、策定が必要な各種基準等といたしま

しては、記載の４つのとおりでございます。 

 次に、３番目の県立公文書館等の設置の検

討についてでございますが、公文書館は、歴

史資料として重要な公文書を保管し、県民が

閲覧利用する施設となりますが、その設置等

について速やかな検討が必要であると提言さ

れております。 

 最後に、４番目の職員の意識改革について

ですが、適正な行政文書の管理は、職員一人

一人の日々の文書管理が重要であり、今後、

職員の行政文書に対する意識改革、スキル向

上のための研修等が必要であると提言されて

おります。 

 その他でございますが、提言書の最後のペ

ージ、12ページの終わりに記載されておりま

すが、知事部局以外の、例えば教育委員会や

警察本部等の各執行機関においても、文書管

理について同様な取り組みをするように要望

があっております。 

 現在、提言を受けましたので、本会議の中

で知事から答弁いたしましたとおり、提言の

趣旨に沿って優先順位をつけて取り組む必要

があると考えております。まずは条例の制定

に取り組んでいく必要があると考えておりま

すので、よろしくお願いします。 

 条例の制定に当たっては、総務委員会でま

た御審議いただくことになると思います。よ

ろしくお願いします。 

 報告は以上でございます。 

 

○小嶋市町村総室長 市町村総室でございま

す。 

 報告事項の２、政令指定都市実現に向けた

動きにつきまして御報告を申し上げます。資

料の１ページをおあけいただきたいと思いま

す。 

 これまでの取り組みというところで大きい

Ⅰを書いておりますが、(1)政令市を目指し

た市町村の動きからちょっと御説明を申し上

げます。 

 ①旧合併特例法下における動きでございま

すが、熊本市におきましては、近隣町との合

併が模索されましたけれども、結果的に旧法

期限までの合併には至らなかったところでご

ざいます。 

 ②新合併特例法下におきましては、都道府

県が定めることとされておりました市町村合

併推進構想の中に熊本市の政令市移行の必要

性を明記し、知事を本部長とする熊本県政令

指定都市・市町村合併推進本部を設置するな

ど、熊本市と近隣町との合併を支援してきた

ところでございます。 

 また、熊本市が中心となって、都市圏16市

町村とともに、熊本都市圏ビジョン等を策定

いたしまして、こうしたビジョンをもとに近

隣市町村との合併推進に取り組まれ、その結

果、平成20年の10月に富合町と、また22年の

３月には城南町と植木町との合併が成就をい

たしまして、人口73万人の新熊本市が誕生し

たところでございます。 

 (2)でございますが、県から市への事務権

限移譲でございます。 

 昨年10月、城南町と植木町が熊本市に合併

することが正式に決定したことを受けまし

て、県と市で政令指定都市移行県市連絡会議

を設置いたしまして、政令市移行をにらんだ

事務権限移譲についての協議に着手したとこ
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ろでございます。 

 その後、協議はおおむね順調に進んでおり

まして、協議対象といたしました343事務の

うち、22年の３月末時点におきまして、移譲

する方向で整理をしております事務が270事

務、全体の８割となっているところでござい

ます。 

 ２ページの方に、事務権限移譲の協議の状

況というところで表を書いておりますが、上

の方の段が協議対象としております343の事

務の内訳でございます。その下に、それぞれ

移譲可ということで現在協議をしております

270事務を掲げております。残っております

のが73事務ということになります。 

 その下の丸のところでございますが、移譲

可とした主な事務、それから、その下の方の

一番下段でございますが、引き続き協議を行

ってまいります73事務の中で、主な事務とい

うことで代表的なものを掲げているところで

ございます。これらにつきましては、今後、

引き続き協議を進めていくこととしておりま

す。 

 ３ページをお願いいたします。 

 (3)熊本市における行政区の区割り等につ

きましては、もう既に新聞等で報道もされて

いるところでございますが、市長の諮問機関

でございます熊本市行政区画等審議会、昨年

の９月に設置されましたが、昨年来９回に及

ぶ審議の結果、５区制及び区役所の位置につ

きまして、本年４月に市長への答申がなされ

ました。 

 熊本市では、その後、その答申を踏まえま

して、５月７日に区割りと区役所の位置につ

きまして方針を固められ、５月21日開催の市

の臨時議会におきまして、区役所整備につい

ての予算が議決されたところでございます。 

 その後、政令指定都市実現に関する市の特

別委員会から提出されておりました一部出張

所機能の拡充などの意見を踏まえまして、５

月31日に市としての最終方針を決定されてい

るところでございます。 

 その下段に、区域及び区役所の位置、５区

ございますが、区名につきましては、今後名

称の検討が進んでまいります。それぞれの区

ごとの小学校区、そしてまた区役所の位置が

その表の中に掲げられておりまして、それを

落としましたものが４ページの地図でござい

ます。 

 それぞれの地図に、おおむね人口が10万か

ら15万ということで、区役所の位置を落とし

ましたものを地図として掲げているところで

ございます。後ほどごらんいただきたいと思

います。 

 ５ページをお願いいたします。 

 大きなⅡ番は、今後の取り組み予定という

ところでございますが、(1)の主なスケジュ

ールでございます。 

 このスケジュールにつきましては、政令市

移行に向けての手続手順というのがきちっと

明定されておりません。したがいまして、先

行の政令市になったところのスケジュールを

見ながら、24年の４月、市が目標としており

ます政令市移行を前提にすると、このような

スケジュールで取り組む必要があるというと

ころで、参考までに掲げさせていただいてい

るところでございます。 

 その下でございますが、22年の６月以降と

いうふうに書いておりますけれども、中段ほ

ど①のところに書いておりますが、総務省へ

の事前説明というものをこれから行っていく

ということになります。 

 内容といたしましては、県と熊本市が連携

をいたしまして、熊本市が政令市としての要

件を充足しているということにつきまして、

総務省初め関係各省庁にあらかじめ十分な説

明が必要となってまいりますので、今後積極

的な対応を行ってまいります。 

 なお、主な説明項目といたしましては、人

口要件につきましては一応充足しております

ものの、それ以外の要件等につきましてたく
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さんございますので、そういった要件につき

ましての、まあ大都市としての条件を満たし

ていると、そういったことを中心とした説明

を今から行っていくというところでございま

す。 

 スケジュールの方に戻っていただきます

と、22年10月から12月、本年中ということで

ございますが、本年後半、県から市への事務

権限移譲、先ほど残っておりましたもの等に

つきましての整理をいたしまして、最終的に

県、市の基本協定の締結まで持っていく予定

としているところでございます。今後、精力

的な協議を進めることとしているところでご

ざいます。内容につきましては②のところに

記載させていただいております。 

 それから、予定の22年12月から23年４月、

本年度内ぐらいを目途に、まず市議会におき

まして準備の対応の熟度が上がってまいりま

すと、国、県に対する政令市指定に関する要

望書等の議決という段階を迎えます。それを

経まして、市長、議長から県、県議会に対し

て要望書の提出がなされます。それを受けま

して――これはほかの先行市はそういう形に

なっておりますが、県議会におかれまして

も、熊本市の政令市指定に関する要望議決を

お願いする段階が参ります。その上で、県と

市の意見が一致した形の中で、県から国に対

しての要望書の提出というようなことを経ま

して、24年４月を目途といたしますと、23年

の半ばごろまでには政令市移行の閣議決定、

政令の公布というような運びが今のところ予

定されているところでございまして、そうい

った予定に向けまして、今県と市で準備を進

めているところでございます。 

 以上でございます。 

 

○佐藤地域振興課長 地域振興課でございま

す。 

 過疎地域自立促進方針の策定についてとあ

ります１枚紙の報告資料をお願いいたしま

す。 

 まず、策定の趣旨についてでございます。 

 過疎地域自立促進特別措置法の延長に伴い

まして、特別措置法第５条の規定に基づきま

して過疎地域自立促進方針を策定することと

しているところでございます。 

 この方針は、県が行う過疎地域自立促進の

ための対策の大綱であるとともに、過疎地域

市町村が計画を定める際の指針となるもので

ございます。 

 対象の期間でございますが、平成22年４月

１日、本年４月１日から平成28年３月31年ま

での６年間でございます。 

 策定の考え方でございます。 

 これにつきましては、過疎地域自立促進市

町村計画の策定に当たり、市町村の参考にさ

れるというものでありますことから、過疎地

域市町村の実情や意向、それから意見を十分

に踏まえまして、それとともに、今回過疎対

策事業債のソフト事業への拡充が図られまし

たことから、今後の過疎対策におきますソフ

ト対策事業の重要性について明確に示したい

というふうに考えております。 

 最後に、今後の予定でございますが、過疎

地域市町村の過疎対策事業債の申請が11月に

予定をされております。これから、実は逆算

をいたしまして、市町村計画が９月の市町村

議会で議決される必要がございます。そのこ

とから、４月に自立促進方針案を作成いたし

まして、８月に国との協議を行いまして、国

の同意を得た後、自立促進方針を策定する予

定で進めていきたいと考えております。 

 以上でございます。よろしくお願いいたし

ます。 

 

○田中川辺川ダム総合対策課長 川辺川ダム

総合対策課でございます。 

 お手元の川辺川ダムに関する最近の状況に

ついてという３枚紙のホチキスどめの資料が

あるかと思います。それをごらんください。 

 - 22 -



第３回 熊本県議会 総務常任委員会会議記録（平成22年６月16日） 

 まず、ダムによらない治水を検討する場で

ございますが、直近の第７回の会議が去る３

月29日に開催をされております。この第７回

の会議では、これまでの検討結果を踏まえま

して、その資料の四角囲みの中でございます

が、治水対策案が示されております。 

 １つは、直ちに実施する対策として示され

ておりまして、その中身は、八代市萩原地区

の堤防補強や土砂堆積が著しい箇所の掘削、

浸水常襲地区の宅地かさ上げ等の11の対策で

ございます。詳細は別紙１に、また概算事業

費及び工期は別紙３に表示しておりますの

で、恐れ入りますが後ほどごらんいただけれ

ばと思います。 

 また、１ページに戻りまして、もう一つ

は、引き続き検討する対策ということでござ

います。 

 これは、球磨川中流部の掘削、あるいは遊

水地などの貯留施設、あるいは市房ダムの再

開発等の14の対策でございますが、これは、

国から治水安全度の一層の向上を目指して、

今後さらなる検討を進めていき、実現可能な

段階になり次第実施する対策ということでご

ざいます。この詳細は別紙２に表示してござ

います。 

 なお、１ページでございますが、前回会議

で――第７回ですが、出されました流域首長

からの主な意見として記載しておりますが、

その２ポツ目にございますように、治水対策

案とともに五木村の再建策も示すべきである

という意見が出されました。こうした意見を

踏まえまして、人吉市長及び球磨郡町村長

は、去る６月初旬に、国へ直接五木村の再建

について早急な取り組みを要望されたところ

でございます。 

 (2)の今後の対応方針でございますが、第

７回会議におきまして、国は、次回、つまり

８回目の会議でこれまでの会議での議論を取

りまとめて、河川整備計画の原案に反映させ

ていきたいと、また、今後とも引き続き検討

する対策につきましては、今後も説明や議論

を継続していくという意向を示しておりま

す。 

 次回会議の日程は、現在調整中でございま

すが、県としては、流域住民の不安を早急に

解消するため、全力で努力してまいります。

また、五木村の生活再建についても、スピー

ド感を持って取り組みを国に要請してまいり

ます。 

 次に、五木の振興でございます。裏面をご

らんください。 

 １の平成21年度の主な成果でございます

が、ふるさと五木村づくり計画、平成21年度

実施計画に沿いまして、五木村とともに74の

事業を実施いたしました。 

 主な成果として、観光バスツアーの実施等

による観光客数の増加や特産品を生かしたオ

リジナルブランド、「五木萬彩」と申します

が、それの開発などに取り組むとともに、シ

ルバー人材センターの設立とかニンニク生産

組合の活動主体、そういったものの結成がで

きております。 

 (2)の平成22年度実施計画につきまして

は、本年３月に策定しまして、村民への説明

会を村内28カ所で開催いたしました。22年度

の総事業費は約８億7,000万円、うち村の事

業に約6,000万円、県の事業に約2,000万円の

計8,000万円を県の基金から充てることとし

ております。 

 (3)の今後の対応方針でございますが、今

後とも、ふるさと五木村づくり計画に基づ

き、村民が主役となった村づくりを着実に推

進してまいります。 

 また、ダム中止に伴う新たな立法措置につ

きましては、村の要望を踏まえた振興策がと

られるよう、国に働きかけてまいります。 

 以上でございます。 

 

○小早川宗弘委員長 報告が終了しましたの

で、質疑を受けたいと思います。質疑はあり
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ませんか。 

 

○大西一史委員 今の川辺川ダムに関する最

近の状況についてなんですが、いろいろと県

議会でも、当然、五木村の特に振興策につい

ては条例までつくってやっているところで、

今御報告でもありましたいろいろな取り組み

というか、成果というのも徐々に出始めてい

るというふうに思います。 

 そういう中で、国が、五木村の振興策とい

うことで、協議の場を設置したり、特措法を

制定するということも視野に入れているとい

うような報道もあっていて、新しくまた内閣

が変わっていますけれども、三日月政務官で

したっけね、報道で見る限りでは、そういう

御発言あるいは大臣の方からもそういう話が

出ているというふうな報道があっております

けれども、この辺についての国との意思の疎

通といいますか、その辺が県として十分にで

きているのかどうかということをちょっとお

尋ねしたいと思いますけれども。 

 

○田中川辺川ダム総合対策課長 五木の振興

について、国との意思の疎通ができているか

ということでございますが、我々事務方とし

ては、現場に砂防事務所がございます。それ

から、九地整もございまして、九地整、砂防

事務所とは我々事務方レベルでいろんな情報

交換とか意見交換をしております。また、そ

の過程で、いろいろな機会をとらえて要望事

項はきちんと伝えております。 

 九地整レベルでわからない部分につきまし

ても、基本的には本省の方に尋ねに行ったり

とか、そういった活動もしておりますので、

情報の共有もある程度できているのではない

か、あるいは県のあるいは五木村の求める内

容についても認識はいただいているものと考

えております。 

 

○大西一史委員 それで、情報の共有はでき

ているということであれば、協議の場である

とか特措法についての状況というのは、どう

いう感じで今把握されているということなん

でしょうか。 

 

○田中川辺川ダム総合対策課長 時期とか、

どういう形で検討する場――新聞情報にあり

ましたけれども、が開かれるかにつきまして

は、まだ詳細な情報は得ておりません。国の

方で、総理大臣もかわりました。政務官も副

大臣になられて、いろいろ体制も変わってお

りますので、いろいろ検討されているかと思

いますが、新聞情報では、６月中には来たい

とかいう話もございましたので、準備は進め

られているかと思います。詳細につきまして

は、まだ確定情報はこちらもありませんの

で、その辺は決まり次第また情報はお知らせ

したいと思っております。 

 

○大西一史委員 要は、そこをきちっとして

ほしいということを申し上げているわけで

す。細かな現場レベルでの話というのも大事

ですが、やはり大きな国の動きの中で、政治

的な動きもあるでしょうし、そういう中で、

かなり今まで翻弄されてきた歴史が五木の方

にあって、それでやはり本当に国はちゃんと

やってくれるのかどうかという、その不信と

いいますか、行政に対する不信というのが村

民の皆さん方にはかなり根強くあるものです

から、その辺の情報というのは適宜しっかり

つかんで、その辺の意思の疎通をきちっとし

ていただきたいということですね。 

 現時点では、もうこれ以上聞いても何も答

えられないでしょうから、一応そういうこと

を要望しておきます。以上です。 

 

○田大造委員 政令市についてお尋ねした

いんですが、事務権限移譲に関してなんです

が、これまで18か19政令市ができていると思

うんですが、政令市によって、県から事務権
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限を数多く移譲されている政令市とそうでな

い政令市と、かなり温度差があると思いま

す。熊本は、どの程度まで権限を移譲するつ

もりなのか、そしてまた、この資料の２ペー

ジにあるんですが、権限移譲で熊本市の、何

というか、特徴というか、そういうのがある

のかないのか、その辺を教えていただければ

ありがたいんですが。 

 

○小嶋市町村総室長 市町村総室でございま

す。 

 権限移譲につきましては、先ほどの表の中

に上がっておりましたように、これは数が一

応343というような形になっておりますけれ

ども、いろんな報告書等の中では、例えば政

令市によっては1,000とか1,500とか、そうい

う数なんかが出ている場合もあります。これ

は事務としての固まりをどの程度で見るかと

いうところで、一つ一つの許可というような

形で、この許可、この同意とかいうような形

で積み上げてまいりますと、今私どもの方で

事務でとらえております343は、大体1,000か

ら1,500ぐらいになるのではないかなと。 

 そういう形で、とらえ方の違いで数等を見

ますと、こちらの方がかなり多そうだなとか

いうような見方もできない――そういう誤解

が出てくるところもありますが、今ごらんい

ただいております表の中でも、例えば法令に

よって移譲されるものというのは、もうこれ

はどこも同じでございますので、もともと都

道府県でやっている仕事というのはかなり近

似しておりますので、そのあたりのところは

ほとんどどこも同じという形になるかと思い

ます。 

 ですから、あとは事務権限移譲の特例条例

をつくって県から特別にお渡しするような、

そういうところで、こちらでは移譲している

けれどもこちらでは移譲していないというも

のが、そういうのは出てくる可能性はあるの

ではないかなというふうに思っております

が、基本的に県としては、住民に身近な究極

の基礎自治体でございますので、できる限り

の権限移譲というものを熊本市の方にお願い

をしたいし、先方の方もそういう気持ちで今

協議を進めている途中だと、そんなふうにお

答えをさせていただきたいなというふうに思

っております。 

 また、それぞれ特徴があるかということに

なりますと、これにつきましても、それぞれ

取り組んでおります課題が、19政令市がござ

いますけれども、それぞれまちまちだもので

すから、こちらの方ではこういうものという

のが地域性のあるものになってまいりますの

で、熊本の中ではこういうものが特徴だとい

うものが、これから先、年末といいますか、

秋までには大体その辺のところまでに固めて

まいりたいというふうに思っておりますの

で、そういう特徴も出せるような形で整理が

できたらいいなというふうに思っております

ので、今の段階ではそういう状況でございま

す。 

 

○田大造委員 ありがとうございます。 

 あと１点、五木村関係で質問したいんです

が、相良村さんから、五木村ばっかりじゃな

くて、うちの村も何とかしてくださいと。周

辺自治体から要望というのがかなり上がって

きていると思うんですが、その辺はどうなの

か、教えてください。 

 

○田中川辺川ダム総合対策課長 相良村につ

いても、水没家屋がございますし、当然対象

になるべきとは思いますが、今回、特に新法

の検討をいたしますというときに、五木村を

モデルケースにするという発言がございまし

た。これは、我々としては、五木村は確かに

モデルケースですけれども、だからといって

五木村しか、例えばできた法で対象にしない

ということではないというふうに理解してお

ります。あくまで、法律をつくる、どういう
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対策あるいは再建の支援をしていくのかとい

うことを検討するケースとして、五木村が一

番適切であろうというふうに理解しておりま

す。ですから、相良村の方でも、恐らくいろ

んな内部で検討されているかもしれません

が、きちんと要望をいただければ、我々で受

けとめていくという考えでおります。 

 

○小早川宗弘委員長 ほかに質疑はありませ

んか。――なければ、これで報告に対する質

疑を終了いたします。 

 次に、その他で何かございませんでしょう

か。 

 

○中原隆博委員 ここに配付してあります日

中韓首脳会議等の熊本開催に関する要望書、

この中に、日中韓会議等で、熊本に対する要

望が熊本県の市議会議長会の坂田誠二議長か

ら小杉県議会議長あてになされているわけで

すね。 

 その中で、ことしの２月に、蒲島熊本県知

事と幸山熊本市長が首相官邸を訪れて、次に

日本で開催される23年度の開催地を熊本でと

の要望がなされるというようなことがここに

記載されておるわけです。 

 私自身も、この九州新幹線全線開通の年

に、首脳における国際会議が本県で開催され

ることは、熊本県の発展、振興のための大き

な起爆剤になるというふうに期待もいたすわ

けでございます。 

 それで、市議会議長会から要望を受けた県

議会としても、熊本での開催を支援、要望す

る意味からも、この意見書の提出を提案した

いと思いますけれども、いかがでしょうか。 

 

○小早川宗弘委員長 ただいま中原委員から

意見書提出についての御提案がありましたけ

れども、事務局が意見書(案)を用意しており

ますので、配付させます。 

 意見書(案)を配付してください。 

  (意見書(案)配付) 

○小早川宗弘委員長 質疑に先立ちまして、

執行部から現在の状況を説明してください。 

 

○田嶋政策審議監 知事公室でございます。 

 この件につきましては、平成20年12月に、

福岡県太宰府市の九州国立博物館で第１回日

中韓サミットが開催されまして、以後、３カ

国持ち回りで年１回開催することが決定され

ております。 

 昨年10月には、北京で第２回が開催、第３

回は、先月末に韓国・済州島で開催されまし

た。来年、日本での開催は決定されておりま

すが、現段階では具体的な開催地は決まって

おりません。 

 熊本への誘致につきましては、熊本城本丸

御殿での開催を希望する熊本市の発案により

行われているもので、本年２月24日に、知事

と幸山市長が国に要望を行いました。その

後、県では、本県での開催を求める決議書

が、５月６日に熊本県市議会議長会から、５

月17日に熊本県市長会から、それぞれ蒲島知

事に提出されております。 

 以上でございます。 

 

○小早川宗弘委員長 それでは、委員会から

議長に意見書(案)の提出をしたいと思います

が、質疑はありませんか。 

 

○大西一史委員 日中韓首脳会議等の熊本開

催、それは、こういった国際会議が熊本で開

催されるということは非常に好ましいことな

ので、ぜひ歓迎しますし、これを強く要望す

るということは私は適当だというふうに思い

ますが、実際、要望されて、知事あたりが行

かれて、感触というのはどんな感じなんです

かね。割とあるということで、当然、市長も

知事も官邸まで行かれたということはあると

思いますが、どんな――まだ全くわからぬの

か、それとも可能性としては結構あるのか、
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どういう感触を今得ているのか、田嶋さん。

難しいと思うけれども。 

 

○田嶋政策審議監 日中韓ということで、い

わゆる国同士の中でサミットが開かれるわけ

ですけれども、やはり誘致に関して、地域間

のバランスとかいうことも今後検討されるか

なというふうにも思います。 

 そういう中で、第１回目が太宰府市で行わ

れた、いわゆる九州が選択されたということ

になれば、今後の展開というのはなかなか厳

しいものがあるんじゃないかというふうには

想像しますが、特に厳しいとか、いいよとか

いう話があったとは聞いておりません。 

 

○大西一史委員 いずれにしても、要望する

ことは結構ですから、実現するように願うば

かりですけれども。 

 

○小早川宗弘委員長 ほかに質疑はありませ

んか。――なければ、それではこの委員会か

ら議長に意見書(案)の提出をしたいと思いま

すが、御異議ございませんか。 

  (「異議なし」と呼ぶ者あり) 

○小早川宗弘委員長 異議なしと認め、この

意見書(案)により議長あてに提出することに

決定しました。 

 ほかに何かございませんか。 

  (「なし」と呼ぶ者あり) 

○小早川宗弘委員長 なければ、以上で本日

の議題は終了いたしました。 

 最後に、先ほどの意見書の件と関係します

けれども、要望書が１件提出されております

ので、御参考としてお手元に写しを配付して

おります。 

 それでは、これをもちまして本日の委員会

を閉会いたします。ありがとうございまし

た。 

  午前11時39分閉会 
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